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　平成２２年１月１９日開催の第３回企画部会およびその後
の企画部メーリングリストにおいて、下記の５つの新会
館を活用する企画部案を作成し、平成２２年２月６日開催
の第４回理事会に提出し、関係各部に検討を依頼しました。

１　「行政書士くらしの無料相談所」の案内板設置について
　当会では「行政書士くらしの無料相談所」を開設して
います。当相談会の一般への告知方法は、各市町へのチ
ラシの配布とＨＰでした。今般の新会館の取得に伴い、
近隣の住民や周辺に勤務される方などにも当会情報を享
受いただけますよう、当会館の見やすい場所に「無料相
談所」をＰＲできるものを設置してはいかがでしょうか。

２　セミナーの開催
　新会館は大津駅前という好立地にあり、アクセスも良
いことから、新会館を利用して市民向けのセミナーの開
催を提案します。

３　新会館の窓へのポスター等の貼り付け方法について
　現在、通りに面した窓に、行政書士のポスター等が貼
り付けられていますが、セロテープなどで貼り付けると
ガラス面が汚れたりしますので、コルクボードのような
ものを立てかけ、掲示物は紙ベースで作成し、押しピン
で留めれば取り外しがしやすいのではないでしょうか。

４　業務案内（リーフレット）の作成・無料配布
　現在、当会には業務案内リーフレットがありますが、
取扱業務につきもう少し詳しく記載したものを業務別に
作成し、リーフレットスタンドのようなものを新会館前
に設置、通行人等が自由に持ち帰ることができるように
することを提案します。

５　新会館をＨＰで紹介
　当会ＨＰにおいて、一般の方や会員の皆様に新会館を
紹介するために、ＨＰの一般ページに新会館のコーナー
を新規に作成する。
　なお、本提案につきましては、企画部にて、新会館の
紹介ページを既に作成し、一般ページにて公開しており
ます。

　平成２１年１２月に滋賀会がＪＲ大津駅前に会館を取得し、
移転してから早くも４カ月あまりが過ぎました。この好
立地にある建物それ自体を利活用して私たち行政書士の
広報活動を行う、その手段について現在まで検討を積み
重ねてきました。
　自ら目につく場所に立つこと、私たちが何者なのかと
いうことを積極的に「露出」させることが広報活動の第
一歩であると考えています。そういった意味で、今回の
会館取得は、その絶好の機会を得たということができる
のです。
　具体的な手法については広報部で検討のうえ、広報部
長が窓口となって、理事会で検討するための各種の材料
を集めました。
　広報部会議で提案のあった複数の方策のうち、
　　１．会館屋上への看板設置
　　　　（屋上部分がＪＲ大津駅のプラットホームに近

い高さであると考えられ、高所部分に団体名
等を大きく表示することによって滋賀県行政
書士会の所在を明らかにし、また、団体名を
広くアピールする）

　　２．建物ガラス面へのカッティング文字の施工
　　　　（各種許認可申請書類の作成・提出、定款の起案、

遺産分割協議書の作成等、わたしたちの業務
内容を列挙したものを建物ガラス面に貼付す
ることによって、行政書士が具体的にどのよ
うな業務を行っている士業なのか周知を促す）

　上記２点を実施するための費用・工期等を把握するた
め、会館の近隣にある複数の専門業者から見積もりを取
得し、施工方法や工期等のヒアリングを実施のうえ、さ
らに執行部で慎重に検討を行いました。
　５月２９日（土）開催予定の今年度総会に事業実施と計
上予算の上程を予定しており、承認いただけたならば直
ちに実施したいと考えております。
　漫画やテレビドラマで、行政書士を題材としたものが
多く取り上げられるようになり、以前よりは知名度は向
上した感がありますが、このことと、私たち行政書士の
「業務」を広く国民の皆様に「知って」もらうこと、そ
して適切に「活用」してもらうこととはまた別の話であ
ると考えられます。
　業務の獲得・そして拡大に資することができますよう、
広報部としてこれからも、たゆまぬ努力を積み重ねてい
きたいと考えております。会員各位のご理解・ご協力を
切にお願いいたします。　


